
 

資料１ 

  

 

１  件  名  三 浦 市 印 鑑 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 基 本 方 針  

 

２  提 案 の 根 拠 ・ 理 由  

令 和 ５ 年 ５ 月 に 電 子 署 名 等 に 係 る 地 方 公 共 団 体 情 報 シ ス テ ム

機 構 の 認 証 業 務 に 関 す る 法 律 の 一 部 が 改 正 さ れ 、 移 動 端 末 設 備

（ ス マ ー ト フ ォ ン ） に 利 用 者 証 明 用 電 子 証 書 を 搭 載 で き る よ う

に な っ た 。  

こ れ に よ り 、 移 動 端 末 設 備 （ ス マ ー ト フ ォ ン ） を 用 い た 、 コ

ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア 等 に 設 置 さ れ た 多 機 能 端 末 機 に よ る 印 鑑 登

録 証 明 書 の 自 動 交 付 の サ ー ビ ス を 提 供 す る た め 、 所 要 の 規 定 の

整 備 を 行 う も の で あ る 。  

 

３  改 正 の 内 容  

（ １ ） 申 請 及 び 交 付 の 手 続 き に つ い て （ 第 ８ 条 第 ３ 項 関 係 ）  

移 動 端 末 設 備 （ ス マ ー ト フ ォ ン ） を 用 い た 印 鑑 登 録 証 明 書

の 申 請 及 び 交 付 の 手 続 き に 係 る 規 定 を 定 め る ほ か 、 所 要 の 規

定 の 整 理 を 行 う も の 。  

（ ２ ） 名 称 に つ い て （ 第 ８ 条 第 ３ 項 関 係 ）  

法 改 正 に 伴 い 、「 利 用 者 証 明 用 電 子 証 明 書 」 の 名 称 を 改 め る

も の 。  

 

４  施 行 期 日  

  公 布 の 日 か ら ６ 月 以 内 に 規 則 に よ り 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。  

た だ し 、 上 記 ３ （ ２ ） の 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
 


